
★労働基準監督署との打合せもお任せください。

局所排気装置の
定期自主点検は
お済でしょうか！？　

局所排気装置設計・施工
現場環境にジャストフィット

　局所排気装置の性能を確保維持
する目的で労働安全衛生法第
45条に定められた1年に一回
の法定点検です。（有機溶剤予防
規則第20条、鉛中毒予防規則35
条、特定化学物質予防規則30条、
石綿障害予防規則22条、粉じん障
害防止規則17条）
　また実施した記録の保存が義務付けられています。
※規則により保存期間は異なります。

局所排気装置、プッシュプル型換気装置および除じん装置をお持ちの事業者が対象になります。

風量測定

測定機器

局所排気装置の風量測定、機器点検、
メンテナンス、新規提案を含めた
定期自主点検始めました！

労働基準監督署からの
指摘が増えています！

⬆報告書

　1年に1回の自主点検を実施し
ていない場合、労働基準監督署
の是正勧告対象になり場合に
よっては罰金があります。
　また実施記録を保管し
ていない場合も、労働基準
監督署の是正勧告対象になり

場合によっては罰則があり
ます。

是正勧告書 ➡
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